
国 官 技 第 328 号 

平成 22 年 3 月 31 日 

 

各地方整備局長あて 

 

 

国土交通省大臣官房技術審議官 

 

 

請負工事成績評定要領の運用の一部改正について 

 

 

 

 請負工事成績評定要領（以下「要領」という。）の一部改正については、別

途事務次官名をもって通知したところであるが、その運用について下記のとお

り一部改正したので留意されたい。 

 

記 

 

１．評定者 

 要領第４第二号に規定する「技術評価官」は、総括技術評価官とする。 

 

２．評定の方法 

 要領第５第１項に規定する評定は、次の各号により行うものとする。 

一 要領第５第１項の「工事成績」の評定は、別添１「地方整備局工事成績評

定実施要領」によるものとする。 

二 要領第５第１項の「工事の技術的難易度」の評定は、別添２「地方整備局

工事技術的難易度評価実施要領」によるものとする。 

 

３．評定結果の記録 

 要領第５第２項に規定する評定表等への記録は、次の各号により行うものと

する。 

一 要領第５第２項の「工事成績評定表」は、別添１「地方整備局工事成績評

定実施要領」の別記様式第３に記録するものとする。 

二 要領第５第２項の「工事の技術的難易度評価表」は、別添２「地方整備局

工事技術的難易度評価実施要領」の別記様式第１に記録するものとする。 



 

４．評定結果の通知及び回答 

 要領第８又は第９の通知並びに要領第 10 及び第 11 の回答は、「工事成績」

及び「工事の技術的難易度」については別添３「地方整備局工事成績評定通知

実施要領」によるものとする。 

 

５．附則 

この通知は、平成２２年４月１日以降に行う技術検査について適用するもの

とするが、平成２１年３月３１日以前に完済部分の検査を行った工事で行う技

術検査は除くものとする。 


